
枚方市障害者計画（第４次）の令和５年度進捗状況について
基本目標 基本方向 施策

第１節
市民啓発及び地域との交流の推進

１ 多様な啓発の推進

（１）人権・人命の尊重

（２）虐待や差別の防止

（３）合理的配慮

２ 地域との交流
（１）地域福祉活動

（２）地域交流の推進と居場所づくり

第２節
障害者（児）が安心できるまちづくり

１ 公共施設の整備等 （１）バリアフリーの整備

２ 保育・療育・教育の充実 （１）保育・療育・教育の充実

３ 災害対策
（１）自然災害（避難行動要支援者対策）

（２）感染症対策

第３節
安心して生活できるサービスの確保と
提供

１ 地域生活への支援
（１）福祉サービス提供体制の充実と質の向上

（２）多様なコミュニケーション

２ 緊急時の対応 （１）障害ニーズに応じた対応

３ 保健・医療との連携 （１）保健・医療との連携

第４節
自分らしい生き方を見つける・選ぶ

１ 就労に向けた支援

（１）就労に向けた支援

（２）就労に関する相談支援

（３）工賃向上に向けた支援

２ 社会参加と多様な学習への支援

（１）生涯学習の推進

（２）文化・芸術活動への支援

（３）スポーツ・レクリエーション活動への支援

３ 新しい生活様式の実践
（１）多様な変化に対応した社会参加

（２）先進技術による支援ツールの活用

第５節
身近な相談窓口の充実ときめ細やかな
情報提供

１ 相談・支援体制の充実 （１）相談・支援体制の充実ときめ細やかな情報提供

２ 関係機関との連携による支援の充実 （１）関係機関との連携による支援の充実
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枚方市障害者計画（第４次）の令和５年度進捗状況について

基本目標 基本方向 施策 取組事業数 現状維持 拡充 見直し 終了

第１節
市民啓発及び地

域との交流の推進

１ 多様な啓発の推進

（１）人権・人命の尊重 ４ ４ ― ― ―

（２）虐待や差別の防止 ６ ６ ― ― ―

（３）合理的配慮 ５ ５ ― ― ―

２ 地域との交流

（１）地域福祉活動 ８ ８ ― ― ―

（２）地域交流の推進と居場所づくり ２ ２ ― ― ―

第２節
障害者（児）が安

心できるまちづくり

１ 公共施設の整備等 （１）バリアフリーの整備 11 10 ― １ ―

２ 保育・療育・教育の
充実

（１）保育・療育・教育の充実 23 21 ２ ― ―

３ 災害対策

（１）自然災害（避難行動要支援者対策） 18（1） 1４（1） ３ ― １

（２）感染症対策 １ １ ― ― ―

第３節
安心して生活でき
るサービスの確保と
提供

１ 地域生活への支援

（１）福祉サービス提供体制の充実と質の
向上 ９ ８ １ ― ―

（２）多様なコミュニケーション ７ ６ ― 1 ―

２ 緊急時の対応 （１）障害ニーズに応じた対応 ３（1） ２（1） １ ― ―

３ 保健・医療との連携 （１）保健・医療との連携 12 ９ １ ２ ―

※（）内は再掲の取組数
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枚方市障害者計画（第４次）の令和５年度進捗状況について

基本目標 基本方向 施策 取組事業数 現状維持 拡充 見直し 終了

第４節
自分らしい生き方
を見つける・選ぶ

１ 就労に向けた支援

（１）就労に向けた支援 6（1） 6（１） ― ― ―

（２）就労に関する相談支援 1 1 ― ― ―

（３）工賃向上に向けた支援 2 2 ― ― ―

２ 社会参加と多様な学
習への支援

（１）生涯学習の推進 2 2 ― ― ―

（２）文化・芸術活動への支援 2 2 ― ― ―

（３）スポーツ・レクリエーション活動へ
の支援 3 3 ― ― ―

３ 新しい生活様式の実
践

（１）多様な変化に対応した社会参加 2 2 ― ― ―

（２）先進技術による支援ツールの活用 1 ― １ ― ―

第５節
身近な相談窓口
の充実ときめ細や
かな情報提供

１ 相談・支援体制の充
実

（１）相談・支援体制の充実ときめ細やか
な情報提供 5（1） 4 1（1） ― ―

２ 関係機関との連携に
よる支援の充実

（１）関係機関との連携による支援の充実 2 2 ― ― ―

合 計 13５（4） 120（3） 10（1） ４ 1

前期計画から引き続き実施されている継続的な取組が多く、今後の方向として「現状維持」を掲げているものが多数を占める中、
拡充や見直しが行われた取組も複数あり、本計画全体としては概ね目標達成されたものと考えられます。

※（）内は再掲の取組数
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施策の基本目標

第２節 障害者（児）が安心できるまちづくり

基本方向 施策

１ 公共施設の整備等 （１）バリアフリーの整備

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：見直し

福祉移送サー
ビス

障害者の社会参加の機会を拡充するため、サービスの提供事
業者の確保と共同配車センターの充実に努めます。

福祉移送サービス事業者として、市内の
10事業者が国への登録を行い、障害者
や高齢者に移送サービスを提供しました。
また、共同配車センターへは、5事業者
が登録を行い、サービスを提供すること
で、障害者の社会参加の機会の拡充に取
り組みました。

見直し
取組の手法や、
要件、対象、
事業規模など
を見直す

障害支援課
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施策の基本目標

第２節 障害者（児）が安心できるまちづくり

基本方向 施策

２ 保育・療育・教育の充実 （１）保育・療育・教育の充実

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

関係機関との
連携

母子保健課、療育機関、保育所（園）、幼稚園等から小学校、
小学校から中学・高等学校、中学・高等学校から進学先・就
職先、就職先から福祉施設へと発達障害のある児童を含め障
害児童のニーズに応じた進路の選択が行えるよう、庁内及び
関係機関との連携を図ります。また、枚方市障害児等関係機
関連絡会議において、障害のある児童及びその周辺の児童
（健診等でフォロー児童等）並びにその家族が抱える様々な
問題に対して、情報交換、意見交換等を行い、関係機関の連
携を図ります。支援度合いが高い障害児や高次脳機能障害に
ついても必要な情報共有を図っていきます。

障害のある児童や発達面・生活面などで
気がかりのある児童に対して、スムーズ
な受け入れや適切な保育を実施するため
に、入室前に放課後子ども課が保護者に
対して、電話で児童の発達状況を聞き
取っています。聞き取った内容は、課内
職員、児童会室職員、ブロック（地域）
担当と共有しています。また、保護者の
了解の下、出身保育所(園)・幼稚園、及
び学校等と情報交換を行い、連携を行い
ました。

拡充
取組を発展・
拡充させる

放課後子ども課
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施策の基本目標

第２節 障害者（児）が安心できるまちづくり

基本方向 施策

２ 保育・療育・教育の充実 （１）保育・療育・教育の充実

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

留守家庭児童
会室運営事業

平成30年度より、第1学年から6学年まで全学年の児童の受け
入れを行っています。障害のある児童については、職員の研
修や職員の配置、また学校との連携等により、保育環境や支
援の充実を図ります。

留守家庭児童会室では、障害のある児童
等の受け入れにあたり、室全体の運営状
況を踏まえて適切な人員を配置すること
で、放課後の遊び及び生活の場の提供に
取り組みました。

拡充
取組を発展・
拡充させる

放課後子ども課

6



施策の基本目標

第２節 障害者（児）が安心できるまちづくり

基本方向 施策

３ 災害対策 （１）自然災害（避難行動要支援者対策）

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

防災意識の高
揚と地域での
支援体制づく
り

防災について啓発を行うとともに、災害時の避難場所や
緊急時における連絡方法等の周知を図ります。また、自
然な形で支援を受けられるよう、日常的な関係作りを含
めた地域支援体制の強化を図ります。

「災害時要援護者避難支援事業」における
「災害時要援護者名簿」について、平成25年
度より災害対策基本法の改正によって義務付
けられた「避難行動要支援者名簿」との統合
を行い、複数あった災害時要配慮者情報の集
約を行いました。また、枚方市総合防災訓練
（ひこ防´Z）では、要配慮者等の輸送協力
に関する協定を締結している大阪タクシー協
会と連携し、車いすの要配慮者を一時避難所
から福祉避難所までタクシーで移送すること
を想定した訓練を行いました。その他、大阪
府D-WATと連携し、避難者へのアセスメン
トや福祉避難所へのトリアージ訓練等も行い
ました。

拡充
取組を発展・
拡充させる

健康福祉政策課
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施策の基本目標

第２節 障害者（児）が安心できるまちづくり

基本方向 施策

３ 災害対策 （１）自然災害（避難行動要支援者対策）

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

災害時におけ
る要配慮者の
支援と福祉避
難所の充実

地域防災計画に基づき、障害者の安否確認、避難誘導、
避難所生活における配慮などの安全対策を的確に実施で
きる体制の整備に取り組みます。また、障害の特性に応
じた避難生活ができる福祉避難所の充実等に取り組みま
す。

「昨年度に引き続き、指定福祉避難所の協定
締結関係者との意見交換会を実施し、指定福
祉避難所の拡充に向けた課題整理を行いまし
た。また、枚方市総合防災訓練（ひこ防
´Z）では、要配慮者等の輸送協力に関する
協定を締結している大阪タクシー協会と連携
し、車いすの要配慮者を一時避難所から福祉
避難所までタクシーで移送することを想定し
た訓練や、大阪府D-WATと連携した避難者
へのアセスメントや福祉避難所へのトリアー
ジ訓練等も行いました。

拡充
取組を発展・
拡充させる

健康福祉政策課
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施策の基本目標

第２節 障害者（児）が安心できるまちづくり

基本方向 施策

３ 災害対策 （１）自然災害（避難行動要支援者対策）

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

災害時におけ
る要配慮者の
支援と福祉避
難所の充実

地域防災計画に基づき、障害者の安否確認、避難誘導、
避難所生活における配慮などの安全対策を的確に実施で
きる体制の整備に取り組みます。また、障害の特性に応
じた避難生活ができる福祉避難所の充実等に取り組みま
す。

一定以上の障害のある方へ名簿情報の提供に
ついての同意書を郵送し、避難行動要支援者
名簿の整備を行いました。また、関係課と連
携して、名簿情報の提供に同意された方の名
簿を、民生委員や自主防災組織など避難支援
等関係者へ提供を行いました。その他に、関
係課と連携して、避難行動要支援者名簿管理
システムの導入し、運用しています。また、
要援護者の市内小学校区ごとの名簿を更新す
るとともに、ヘルプカード（必要な支援や連
絡先を記載）を配布することで、障害者の安
否確認から避難誘導、避難所生活などへの配
慮が可能となる体制の整備を行っています。

拡充
取組を発展・
拡充させる

障害支援課
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施策の基本目標

第２節 障害者（児）が安心できるまちづくり

基本方向 施策

３ 災害対策 （１）自然災害（避難行動要支援者対策）

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：終了

火災予防点検
の推進

ひとり暮らしなどの重度障害者世帯を対象とする火災予
防点検事業については、今後も、対象世帯の把握に努め
るとともに、利用を促します。また、事業の周知を図り
ます。

令和2年度まで、消防署、大阪ガスの協力を
得て、事業を実施していましたが、電力自由
化により大阪ガスによる火災予防点検事業は
終了となりました。なお、4年に1回義務づけ
られている各事業者のガス設備定期保安点検
により、安全は担保されています。

終了（完了）
事業目的を達
成した取組

障害企画課
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施策の基本目標

第３節 安心して生活できるサービスの確保と 提供

基本方向 施策

１ 地域生活への支援
（１）福祉サービス提供体制の

充実と質の向上

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

グループホー
ム

事業者に対し、新規開設等
に係る整備補助・運営に係
る支援を行い、グループ
ホームの整備促進を図りま
す。また、世話人の養成講
座を実施し、人材の確保・
育成に努めます。

・8・9月に「枚方市知的障害者グループホーム世話人養成研修」を催し、
8名の方が受講され、8名が修了されました。また、2・3月には7名の方が
受講され、7名が修了されました。
・生活支援員が共同生活援助を行う住居に常駐し、又は巡回することによ
り行う日常生活上の援助のあった利用者の障害程度に応じて、枚方市グ
ループホーム運営費補助金を交付することにより、グループホームの運営
安定化を図るとともに、障害福祉サービスの提供体制の確保と質の向上を
図りました。
交付実績：27事業所 31,609,400円
なお、上記の各種補助事業等の令和6年開始に向けた見直しを行いました。
・令和5年度より、市内のグループホームにおいてより重度の障害者の地
域移行を促進できるよう要綱改訂を行い、名称を枚方市グループホーム重
度障害者対応改修補助金と変更しました。 交付実績：１事業所（バリ
アフリー化工事１件）

拡充
取組を発展・
拡充させる

障害企画課
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施策の基本目標

第３節 安心して生活できるサービスの確保と 提供

基本方向 施策

１ 地域生活への支援 （２）多様なコミュニケーション

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：見直し

重度障害者入
院時コミュニ
ケーション支
援

重度訪問介護および行動援
護等の支給決定を受けてお
り、コミュニケーション支
援が必要な重度の障害者が
入院した場合に、医療機関
との意思疎通を円滑に図る
ことができるよう支援しま
す。

入院時のコミュニケーション支援のニーズに対応するため、より多くの障
害者が安定した入院生活を送ることができるよう、令和元年10月に本事業
の要綱を改正し、対象者を拡大しました。令和5年度の利用者は0名でした。

見直し
取組の手法や、
要件、対象、
事業規模など
を見直す

障害企画課
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施策の基本目標

第３節 安心して生活できるサービスの確保と 提供

基本方向 施策

２ 緊急時の対応 （１）障害ニーズに応じた対応

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

地域生活支援
拠点の整備

相談、一人暮らしやグルー
プホーム等の体験の機会の
場、緊急時の受入れや対応
等の機能を有した地域生活
支援拠点の整備を進めます。

障害福祉計画（第6期）において、令和5年度末までの設置を目標と掲げて
いた地域生活支援拠点について、毎月開催の枚方市自立支援協議会幹事会
及び、枚方市自立支援協議会相談支援部会の場で検討を行い、未整備であ
る2つの機能「緊急時の受け入れ」及び「体験の場」の設置に向けて取り
組みました。

拡充
取組を発展・
拡充させる

障害企画課

13



施策の基本目標

第３節 安心して生活できるサービスの確保と 提供

基本方向 施策

３ 保健・医療との連携 （１）保健・医療との連携

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

障害者歯科診
療

枚方市歯科医師会と連携し
障害者の歯科診療の受診機
会をさらに増やすなど診療
体制の充実に努めます。

枚方市休日歯科急病診療所（枚方市医師会館内）で、毎週木曜日の午後1
時～5時と月2回の土曜日の午後2時～6時に診察を実施し、よって障害者
等の歯科診療の機会の確保を図りました。
令和5年度：延べ901人受診

拡充
取組を発展・
拡充させる

障害企画課
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施策の基本目標

第３節 安心して生活できるサービスの確保と 提供

基本方向 施策

３ 保健・医療との連携 （１）保健・医療との連携

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：見直し

健康相談事業
の推進

生活習慣病や日常の健康管
理などについて、保健師や
管理栄養士などの専門職員
による指導や助言を行いま
す。

健康福祉相談センター北部リーフで管理栄養士による相談を月1回（定
例）実施。保健師による健康相談を随時実施しました。

見直し
取組の手法や、
要件、対象、
事業規模など
を見直す

まるっとこどもセ
ンター

健康づくり課
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施策の基本目標

第３節 安心して生活できるサービスの確保と 提供

基本方向 施策

３ 保健・医療との連携 （１）保健・医療との連携

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：見直し

健康教育事業
の推進

生活習慣病の予防や健康の
保持・増進が図れるよう、
健康に関する正しい知識を
普及する健康教育事業に取
り組みます。

出前講座などの依頼により地域に出向いて、健康に関する講座を実施しま
した。また、市民からの依頼や保健師からの働きかけによって地域の集ま
りへ出向き、健康教育を11回実施しました。

見直し
取組の手法や、
要件、対象、
事業規模など
を見直す

まるっとこどもセ
ンター

健康づくり課
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施策の基本目標

第４節 自分らしい生き方を見つける・選ぶ

基本方向 施策

３ 新しい生活様式の実践
（２）先進技術による支援ツール

の活用

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

行政サービス
の電子申請に
向けた取り組
み

電子申請により、市民の利
便性の向上を図るため、対
応可能な業務から順次対応
していきます。

市の様々な手続きのオンライン化を図るため、市で導入している汎用的電
子申請サービス及び国の電子申請サービスである「ぴったりサービス」を
活用し、全庁での拡充を進めました。これらの電子申請サービスの活用に
より、全庁で287の手続きをオンライン化（令和6年2月29日時点）しまし
た。

拡充
取組を発展・
拡充させる

DX推進課
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施策の基本目標

第５節 身近な相談窓口の充実ときめ細やかな情報提供

基本方向 施策

１ 相談・支援体制の充実
（１）相談・支援体制の充実と

きめ細やかな情報提供

施策名 取り組み
令和５年度実績

所管課
取り組み内容 今後の方向

取組（抜粋）：拡充

地域生活支援
拠点の整備

相談、一人暮らしやグルー
プホーム等の体験の機会の
場、緊急時の受入れや対応
等の機能を有した地域生活
支援拠点の整備を進めます。

障害福祉計画（第6期）において、令和5年度末までの設置を目標と掲げて
いた地域生活支援拠点について、毎月開催の枚方市自立支援協議会幹事会
及び、枚方市自立支援協議会相談支援部会の場で、検討を行い、未整備で
ある2つの機能「緊急時の受け入れ」及び「体験の場」の設置に向けて取
り組みました。

拡充
取組を発展・
拡充させる

障害企画課
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（再掲）


